
 品川区児童相談所一時保護委託実施要綱 

 

制定 令和６年９月３０日区長決定 

要綱第３６６号 

改正 令和７年３月１９日区長決定 

要綱第５４号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）

第33条第１項及び第２項に規定する児童の一時保護を適当な者へ委託するこ

と（以下「一時保護委託」という。）について必要な事項を定め、児童に対す

る適切な保護を実施し、児童およびその家庭の福祉の向上に資することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

   里親 法第６条の４に規定する里親をいう。 

   ファミリーホーム 法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養

育事業を行う住居をいう。 

   児童自立生活援助事業所 法第６条の３第１項に規定する児童自立生活

援助を行う住居をいう。 

   児童福祉施設 法第７条第１項に規定する児童福祉施設をいう。 

（一時保護委託の要件） 

第３条 品川区児童相談所長（以下「児童相談所長」という。）は、児童の安全

を確保し、適切な保護を実施し、または児童の心身の状況、その置かれている

環境その他の状況を把握する必要があると認める場合に、一時保護委託を行

う。 

（一時保護委託の原則） 

第４条 児童相談所長は、一時保護委託を行う場合、里親、ファミリーホーム、

児童自立生活援助事業所等の家庭的な環境の下で児童の保護が実施されるよ

う努めなくてはならない。 

（一時保護委託の決定および解除） 

第５条 児童相談所長は、一時保護委託を決定する場合は、受託者へ児童一時保

護委託書（第１号様式）を交付するとともに、受託者から児童一時保護受託書

（第２号様式）の提出を受けるものとする。 

２ 児童相談所長は、一時保護委託を解除する場合は、受託者へ児童一時保護委



託解除通知書（第３号様式）を交付するものとする。 

（受託者の養育状況等の管理） 

第６条 児童相談所長は、一時保護委託を実施した場合、受託者による養育状況、

保護児童の生活状況、行動特性等の品川区児童相談所が相談援助活動を実施

する上で必要な事項を適切に管理しなければならない。 

（一時保護委託先） 

第７条 主な一時保護委託先は、里親、ファミリーホーム、児童自立生活援助事

業所、児童福祉施設、医療機および一時保護委託について深い知識と経験を有

する私人とする。ただし、当該私人に委託する場合は、一時保護受託者調査票

（第４号様式）を用いて委託の妥当性について調査をし、これに基づき児童相

談所長が委託の可否を決定する。 

（委託の期間） 

第８条 児童相談所長は、特段の事情がない限り、一時保護に係る期間を必要最

小限度に留めるよう計画的な保護に努め、法第 27 条による措置等、適切な援

助を講じるよう努めなければならない。 

（費用の支弁） 

第９条 児童相談所長は、一時保護委託に要した費用について、別に定めるとこ

ろにより支弁しなければならない。 

 

付 則 

この要綱は、令和６年 10 月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年３月 19 日から施行し、令和６年 10 月１日から適用す

る。 










